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Abstract: The wake of the Great East Japan Earthquake, Tsunami Evacuation Building has attracted attention as a place of temporal 

refuge. The purpose of this study is to understand use of Tsunami Evacuation Building and disaster situation in Great East Japan 

Earthquake. The location and size of the Tsunami Evacuation Building was able to be confirmed to affect the usage of the building. 

 

１． はじめに 

東日本大震災発災時に津波避難ビル(以下,避難ビ

ル)が利用されたことから，避難困難地域における緊急

一時避難施設として避難ビルが注目されてきている.

内閣府による全国調査によると,2009年には1,790棟の

避難ビルの指定であったが,震災後には,3,986棟（2011．

10.30）に増加している． 

そこで本稿では,東日本大震災発災時の東北地方に

おける避難ビルの避難利用及び被災状況を把握するこ

とで，今後の避難ビル整備に関する計画的示唆を得る

ことを目的とする． 

津波避難ビルとは，津波浸水予想地域内において，

一時的に避難するための施設（人工構造物に限る）を

指し，市区町村や自主防災組織等が指定する．そのた

め，津波浸水予想地域外の避難施設や高台は含まれな

い．津波避難ビルの概念図を Figure 1に示す． 

 

２． 調査概要 

調査概要を Table 1に示す．東北地方において避難ビ

ルの指定が確認できた青森県,岩手県,宮城県の 3県 11 

市町を対象として,電話によるヒアリング調査を行い， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災発災時の避難ビルの避難利用及び被災状

況について捉えた． 

 

３. 東北地方 3県の避難ビルの避難利用及び被災状況 

東北地方における東日本大震災発災時の避難ビルの

指定状況を Table 2に，避難ビルの避難利用状況及び分

布を Figure 2に示す． 
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Figure 2.Concept of TSUNAMI Evacuation Building 

Evacuation Building 

Figure 3.Concept of TSUNAMI Evacuation Building 

Evacuation Building 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.１避難ビルの指定状況 

東北地方 3 県における震災前後の避難ビルの指定数

を見ると，震災前 35 ヶ所，震災後 34 ヶ所確認でき，

全体の指定数に変化は見られない．しかし，八戸市の

ように指定数が増加した自治体が存在する一方で，釜

石市，女川町，南三陸町のように，施設の被災により

指定を解除した自治体も見られる． 

 

３.２避難ビルの避難利用状況 

 まず，施設の所在地が確認できた避難ビルの分布を

見ると，大半の自治体は海に近い施設が指定されてい

るのに対し，多賀城市，女川町においては比較的内陸

側に指定が集中していることがわかる．次に，避難ビ

ルの発災時の避難利用状況を見ると，ショッピングセ

ンターやホテル，共同住宅等の比較的規模の大きい施

設が避難利用されたことがわかる．一方で，高台が隣

接することから避難利用のなかった施設や津波が到達

しなかった施設も確認できた． また，指定されていた

施設が全壊し，避難ビルとしての機能を成し得なかっ

た例も見られた．  

 

４. 岩手県南三陸町の避難利用及び被災状況 

 被災状況を詳細に把握している南三陸町における，

東日本大震災発災時の避難ビルの指定状況を Figure 3

に示す。4 棟の避難ビルのうち 3 棟が避難利用された

一方で，漁協志津川支所は，2階建，建物高さ 8mと低

層のため避難者がいなかったことが明らかとなった． 

避難利用された 3 棟の避難場所面積と避難者数を見

ると，避難場所面積が大きい施設においても，必ずし

も避難者数が多くないことがわかる． また，町営松原

住宅においては，避難場所として想定されていた屋上

にまで津波が到達し，そこに避難した人の膝下まで浸

水したことが確認できた．さらに，公立志津川病院で  

は，5階と屋上に避難した人は助かったが，一部の職 

員と患者は避難が間に合わなかったことが確認できた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. おわりに 

本稿では，東日本大震災発災時の避難ビルの避難利

用及び被災状況を把握した結果，避難利用されなかっ

た施設が存在する一方で，利用された施設は，避難場

所面積が大きくても避難者が少ない施設も見られた．

また，指定していた避難場所まで津波が到達するなど，

避難ビル指定における課題を捉えた．今後は地域の地

形条件と施設の性格を踏まえ，避難利用する際生じる

問題点を把握した上で，指定取組を行っていく必要が

ある． 
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